


子ど もの権利 条約 フ ォー ラム′94 プ ログ ラム

子どもの脚 嘲 な此摩と男鯵をめざレて、全齢 鰍 グループ、慮人の方 の々線 度月
交顔 を行ない富先

分科会でば世界とβ本の子ども勝 をつなげ℃鼓見交瘡できるよう循 さわでいま苑 子どもの願 や

粂瀞に戯 lをもっでいる人、 とクくみを レでいる人、 ぜひ参勿 くだ さい。

1 3 ：00 受付開始

1 3 ：30 全体会

1 8 ：0 0

・ 開会 あいさつ／基調報告
・ 参加型学習 『権利条約 ワー クシ ョップ』

（何が 出るかお楽 しみ。 みんなの参加 で子 どもの権利条約 の学習．／）

・ N G O ・ 市 民 広 場 （N G O 、市民グループのプレゼンテーション）

・ 子 ど も ア ク シ ．ヨ ン 広 場 （全国の子ども大集合．／ 意見表明や交流）

今 回 子 ど もの権 利 条 約 フ ォー ラ ム’94 にお い て 「子 ど も ア ク シ ョ ン広 場 」 と い う企 画 を 実 施 す る こ と

に な りま した。 全 国 各地 で子 ど もの権 利 に関 す る活動 を して い る子 ど もた ち が集 ま り、 お 互 い に交 流

す る こ と に よ り、「子 ど もの権 利 実現 」 へ 向 けて の何 らか の新 しい 力 に した い と い う もの で す 。 当 日

は 各 々 の グル ー プか ら、 簡 単 な活動 報 告 な ど も して い た だ き ます。

1 8 ：3 0 ～ 2 0 ：3 0 ＝ 交 流 会 （夕食をともに各地域、団体、 グループ、個人の親睦交換会）
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受付開始
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いろ い ろ なチ ラ シ、 ポス ター な ど全 国 各地 で の広 報 活 動 に 利 用 され た み な さ ん

の作品 を、 当 日会 場 へ 大集 合 。 投 票 に よ る コ ンテ ス ト賞 品 あ り．／ 注 目 、 応 募

をお 願 い します 。

①教育・ 学校 、②地域づ くり、③家族と子 どもの権利 、④少年司法、

門「子 どもの権利条約 とは」 などの分野 にお いて条約 の実現 にむ け、

る人び とか ら報告を うけ、意見交換を します。

全体会
・ 各分科会 のまとめ、意見交換な ど

0 0 閉会

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●

別紙・ 呼 びか け に安 岡 して、 実 行委 員会 に参 加 して くだ さ い。 賛 同 金 と し

ては団 休 1 口5 ，00 0円、 個人 3，00 0円で す。 そ の他 カ ンパ 、 チ ケ ッ ト取 り扱 い

もお願 い します。

カシ ぺ チケ ッ トな どの郵 便 振込 は r O O 1 8 0 － 3 － 7 1 6 2 4 3 J （子 ど

もの構 利 条約 フ ォー ラム） にお願 い します。

情 報・ 資 料 の展 示・ 配 布 あ るい は意見 表 明 など を希 望 の 方 、 どん ど ん参 加

して くだ さ い 。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

チケ ッ トは前 売 り1．50 0円、 18歳未満 1，00 0円です。
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⑤意見表明権・参加、⑥入
国内外 で と り くみ を して い

⊥仙」

代々 木
5 丁 旦

ヱ

中立オ リンピック児 怠

▼少手 鼻 合セン，－

代々木公包

甲州弼 沌

せ

西中せ

訂≠ 乃■ホ

■′

明治神 官

㌔

サー．誕一一



はじめ に

子 ど もの権 利 条 約 フ ォー ラ ム，94報 告 集 が完 成 しま した。

フ ォー ラム，94は、 ユ ニ セ フ駐 日代表 事 務 所 と東 京 都 の後 援 を い た だ き、

9 1団体が実行委員・ 賛 同 し、 のベ400名の参加をえ て、 94年 11月 5 日出 ・

6 日（日）に国立 オ リン ピ ック記 念 青 少年 総 合 セ ンターで 行 わ れ ま した。

フ ォ ー ラ ム ，9 4 は、 フ ォ ー ラ ム ，9 3の 実 績 の う え に 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ な ど

参加者一人 ひと りが「楽 しさ、 出会 い、気づき」 を感 じる企画構成 に努力

しま した。 また、 権 利 の主体 で あ る子 ど も白身 の参 加 もす す み ま した。

まだ まだ完 全 で は あ りませ ん が、 この 報 告 集 が フ ォー ラ ム ，95 の成 功 と

今後 の交流 に活用 されれ ば幸 いです。

1 9 9 5年 7 月 1 日

子ど もの権 利 条 約 フ ォー ラム

実行委員会

委員長 粟 野 真 造

喜 多 明 人
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呼びかけ人

イ ー デ ス・ ハ ン ソ ン （ ア ム ネ ス テ ィ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 日本 支 部 長 ）

フ ォー ラム94 の 開催 お めで と う ござ います 。 子 ど もた ち は明 日を支 え る存 在 。 自

分の権利 を知 り、それを守 る大切 さを認識す る子 どもが増えれば増 え るほど将来 に

希望 が持て ます。年齢 の多少 にかかわ らず、子 どもの権利条約 の内容 に感動 を覚え

る人 は多 い と思 い ます 。

一番ケ瀬 康子（日本女子大学教授）

まだ子 ど もの権利条約を知 らない先生 、福祉現場 の人、一般 の人 々等 にその意義

が充 分 に伝 わ るよ うな フ ォー ラム にな る ことを 期待 して い ます 。

大田 轟（東京大学名誉教授）

人 と人、 この場合大人 と子 ど もの「世代間」の関係 が “当 り前” でない ことが気

付 かれ たの で、 こ うい う条 約 が で きた はず 。 ど こが ‘‘当 り前” で な い のか 、 立 法 の

心 をふ まえ て、 身 の まわ りの “当 り前 ” で な さ加 減 を検 討 す る必 要 は さ け られ ませ

ん。

と りわ け大 人 の 責任 が 問 われ て い るわ けで す か ら、 子 ど も・ 若 もの の声 に耳 を 傾

けて 、反 省 す る機 会 の一 つ と した い もの で す 。

落合 恵 子（作家）

内藤 寿七郎（小児科医）

“人間の心が初 めて現れ る 2 歳児”の時代。世界中の多 くの ものは、 2歳児がや っ

と芽生えた自己を大事 に育てて守 ってい ることに気付 かず、 それを威圧 、無視 、否

定 等 々の 手段 で 、云 わ ば ‘‘虐 待 ” を して い ることに気 付 いて いな いので はな いで しょ

うか。 2 歳児 の人権 も大事です。

永井 憲 一（法政大学教授）

この条 約 を批 准 した 日本 は、 この条約 を普 及 し、実 施 して い く上 は、 新 しい 「子

ど も」観 を基調 とするための考え方の転換を、 まず優先的 にすべ きだ と思 います。

そ う した 自 覚 が 、 こ の フ ォ ー ラ ム に も も た れ る こ とを 強 く期 待 して い ま す 。

中川 明（弁護士）

批 准 に よ り子 ど もの権 利 条 約 は、 この 国 の子 ど もた ちの人 権 状 況 を 測 定 す る モ ノ

サ シ とな りま したが 、 モ ノサ シ は子 ど もた ち の中 で も、光 りの 当て られ る こ との少

な い子 に も当 て られ な け れば な りませ ん 。

日本 に生 を受 け なが ら国 籍 が得 られ な い子 ど もや 障害 を持 って い る子 ど もの こ と

に も思 い（想像力）をめ ぐらせて、記念すべ き「権利条約元年」の意 味をかみ しめ

一1－



た い と思 い ます 。

福田 雅 章（一橋大学教授）

フ ォー ラム の開 催 お め で と うご ざい ます 。 この よ うに、子 ど もの権利 の擁 護 と一

層 の発 展 の た め に、多 くの人 々が集 え る なん て、 なん て す ば ら しい こ とで しょ う。

子 どもの権利の ための運動が、 とりもなお さず大人の内な る権力 と倣慢 を克服 し、

す べか ら く人 が 人 と して 自由 にな れ る ため の運 動 で あ る こ とを確認 しつつ 、 ご成 功

を心 か らお祈 り します 。

堀尾 輝 久（中央大学教授）

子 ど もの権利 の思想が深 く根づ き、親 や教師や社会 の子 ども観 を変え るのに役立

つ 集 会 にな る こ とを期 待 して い ます 。

宮崎 繋 樹（明治大学総長）

フォ ー ラ ム，94 の成 功 を祈 念 して お ります 。

基調報告

子 ど もの権 利条 約 の批 准 とフ ォー ラム ′94

1994年 4 月 22 日、 日本 は世 界 で158番 目 の条 約 締 約 国 とな りま した 。 そ の 後 、 10 月 末

現在 で 166 カ国が批准 しています。私 たちは、昨年 「子 どもの権利条約 フォーラム，93 」

をは じめて 開 催 し、子 ど も問 題 に と り くむ 国際 協 力 N G O の人 び と と国 内 市 民 団体 ・ グ

ルー プ の人 び と との 「歴 史 的 な 出会 い」 を は た しま した。

今年が 日本 の条約批准 という画期的 な年 になった こともあり、条約に関心を もつ団体 ・

グループ・個人 の人 びととの人的交流、意見・ 情報交換を さ らに深 め、実 り多い ものに

して い きた い と考 え ます 。

そ の た め に 「子 ど もの権 利 条 約 フ ォー ラム

，94」 で は、次 のよ うな課 題 や展 望 を もって

交流 を深 めて い こ うと思 い ます 。

1 ． 日本の社会 に “変化” を求めて

子ど もの権利 条約 が批准 されて も、なに も変

わらな いの で はな い か 。

そん な疑問や不安 は私 たち条約 に関心を も

つ者 に と って 、 な か な か ぬ ぐい去 る ことが で

ー2－
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き ません 。

「変 え よ うと しな い」 力 が 強 く、 ま た 「変 わ らな い」 と い うあ き らめが支 配 した とき、

この条約 の形 骸化 が始 ま ります 。 そ うな らな い た め に は、「 フォ ー ラム ，94」 を 一 つ の 契

機と して、 こ こを変 え よ う、 と い う具 体 的 な動 きを っ くり出 して い く必 要 が あ る と思 い

ます 。

条約 は法規範 ですか ら、その国の法律や制度、政策 を変 えて い く力 になります。そ う

いう方面で努力 される人 びとの協力関係を強化す ることも大切ですが、同時に、人権領

域では、人の意識 の変化、向上 のための努力 がことのはか重要だ といえます。

（1）子 ど も集 まれ 一子 ども ア ク シ ョン広 場 －

とくに、 この条約の批准 によ って、主役 である子 ど も・ 若者 の意識の変化 に期待 した

いと思 い ます 。「子 ど もの くせ に生 意 気 な ことを い うな」 と頭 を お さ え つ け られ て い た

子ど もたちに、法制上 も初 めて 「意見表明権」 が子 どもの権利 と して認 め られ たわ けで

す。 これは歴史的にみて も大 きな出来事 です。

ただ し、条約 は一つ の制度的条件 ですか らこれを生 かす も殺す も子 ども・ 若者 しだい。

子ど も・ 若 者 が 自身 の意 思 で動 きだす こと、 そ れ に対 して市 民 社 会 と して さ さ え る支 援

シス テムを っ くり出 して い くこ とが求 め られて い ます 。 昨年 は 「子 ど も公 聴 会 」 を開 催

しま したが 、今 年 は企 画段 階 か ら高 校生 、学 生 が 中心 に な って 「子 ど もア クシ ョン広場 」

が実現 しま した。 この広場 を通 じて若者相互 の経験交流 が進む ことを期待 して います。

（2）「歴史的出会 い」をよ り確かな ものに－N G O ・ 市民広場 、分科会 －

ベ トナム に学校 をっ くる運 動 を す す め て い る、 あ るお母 さん が こん な こ とを話 して く

れま した 。「息 子 と一緒 に ベ トナ ムを お とず れ ボ ラ ンテ ィ ア活 動 を して い た 折 に 、 息 子

がい いま した。 日本 人 は とって も大 切 な もの を置 き去 りに して き たん だ ね 。 と」

ま た 、 お父 さん の仕 事 の関 係 で フ ィ リピンで生 活 し、 中学 2 年 生 の と き、 日本 の学 校

に入 って き たあ る女 子学 生 が こ う話 して くれ た ことが あ ります 。「 ス ト リー トチ ル ドレ

ンは確 か に不 幸 な境 遇 で生 活 して い る。 か わ い そ うだ とい う気持 ちを も ったが 、 で も目

は生 きて る子 が多 か った 。 日本 に帰 って きて、 ク ラス メ ー トの 目 はみ ん な死 ん で い る よ

うに見 え た」

い ま、 日本 で は、親 、 お とな の期 待 に一 生懸 命 こたえ よ う とす るい わ ゆ る “い い子 ，，

が「 問題 児 」（小 児 科 医 の話 一毎 日新 聞 ） だ とい われ るよ うに な りま した 。 お と な の 願

いに こた え る のが 自分 の喜 び、 と い った 「偽 りの 自己」（ア リス・ ミ ラ ー 『 魂 の 殺 人 』

－3－



よ り） を形 成 して き た 日本 の子 ど もた ち はみん な「死 んだ 目」 と映 るで し ょう。 そ う い

う意 味 で は、 日本 は もっ と世 界 の子 ど もか ら学 ば な け れば な らな い よ うに思 わ れ ま す 。

しか し、 日本 での「国際協力」の扱 い方 はいっ も日本の成果 、経験を世界 に役立 て る

（ 日本・ 国 内 行 動 計 画 よ り） ことに ば か り目が い きが ちで す。 “豊 か な 国 が 貧 しい 国 を

援助 す る’’＝Su pp O rt で は な く、 “地 球 の 富 を分 か ち合 う’’＝ Sh a re が 大 切 と い う言

葉も聞 か れ るよ うに な りま した が 、 N G O ・ 市 民 広場 や 2 日目の分 科 会 に お いて も学 び

合う、 分 か ち合 う とい う視座 か ら世 界 の子 ど もと 日本 の子 ど もの “つ き合 わ せ，，を積 極

的に進 め て い きた い と思 います 。

2 ．条約 の理解 と普及のために一条約 ワークシ ョップ 、広報 コンテス ト、常設展示 一

条約の規定 を知 るだけではな く、その権利行 使能力 を身 につ け るこ とが大切 です 。

「子 ど もの権 利 条 約 ワ ー ク シ ョ ップ」 で は、 ユ ニ セ フの と り くみ や 参 加 型 学 習 方 法 の 実

践 を参 考 に しなが ら、「楽 しさ、 出会 い、 気 づ き」 の あ る学 習 プ ロ グ ラム を行 い ます 。

条約 が 5 月 22 日に発効 した前後か ら、様々な レベルで条約の普及活動 が始 まって いま

す 。 国 レベ ル で は、 外務 省 が 6 月 に リー フ レッ ト併用 の ポ ス ター を百 万 部 作成 し、子 ど

も関係機関、施設 と くに全国の小・ 中・ 高校 の全教室 に配付 しま した。文部省 も 5 月 22

日に条約の周知徹底 の通知を出 しま した。

自治 体 レベルで も広報誌等 を通 じて幅広 い普及活動が始ま って います。私 たちの手元

だ けで も、東京都や札幌市、 中野区、大 田区、府 中市な どの広報誌 が寄せ られています。

しか しなん と い って もユ ニ ー クで かつ 社 会 の注 目を集 め た の は市民 レベ ルで の と り く

み で あ っ た と思 います 。

ア ム ネ ステ ィ・ イ ンタ ーナ シ ョナ ル 日本 支 部 の翻訳・ 創 作 コ ンテス トの作 品 （ フ ェ リ

ス女学院の高校生等）、長野 の ヒューマ ンボイスの『ザ・ マ ンガ子 ど もの権利 条約 』 の

出版活 動 、 ビデ オ教 材 『「子 ど もの権 利条 約 」 を子 ど もへ 』（出演 ／ ラ ンキ ン・ タク シー、

監督／保坂展人） など、また最近で は文化祭 に展示 された東京都立大泉高校の生徒 のポ

ス ター も注 目 され て い ます。

スウェーデ ンで は『私 の権利』 という、広報誌 を政府資金 で作 りま したが編集 は民 間

に委 ね られ た そ うで す 。 と くに子 ど もた ちへ の条 約 の普及 に 当 た って は、 日常 、 子 ど も

と接 して い る人 び との創 意 と工 夫 、 アイ デ ィアが生 か され る ことが 大切 で す 。 そ の た め

に互 い に経 験 や 情報 の交 換 も必 要 に な る で しょ う。 ポス ター、 カ レ ンダー 、紙 芝 居 、 絵

本、 ビデ オ、 ス ライ ド、 パ ンフ レッ ト、 リー フ レ ッ ト、様 々 な知 恵 が 出 され、 互 いを 刺

激し合 え るよ うな 「広 報 コ ンテ ス ト」 にな って は しい と思 い ます 。

（文責・ 喜多明人）
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趣旨・ 目的

（ 1）「世界 の子 ど も」の問題 に取 り組んで きた国際協力 N G O の人 々 と「日本の子 ども」

の問題 に取 り組んで きた国内市民団体・ グループの人々双方か らの現状報告 と意見交換、

幅広 い人 的交流。

（ 2）国内外 の子 ど も問題 に取 り組む個人、 グループ、団体 の意見交換 を通 して世界 と日本

の子 どもの権利実現 の水準 を見定め、検証す ること。条約 を一つの基準 として、国内外

の子 どもの現実を総合 的に分析 し『子 ど もの権利条約白書』（仮称 ）にま とめる。

（ 3）国、自治体、地域、学校、福祉施設、家庭 などあ らゆ る場で条約 を生か して い くため

に必要 な情報の交換。 その ために国、 自治体関係者 との建設的 な対話 をすす める。

（ 4）条約 の趣 旨や規定 の普及、広報活動の促進。 とりわけ権利 の主体 としての子 どもへの

広報活動 を重視 し、 そのための活動 の交流 、情報交換 を行 い、子 どもの社会参加の促進

をはか る。

企画

開会全体会

呼 びか け人 のあいさつ と基調報告 が行われ

まし た 。

【呼 びか け人 あ い さつ】

永井憲一（法政大学教授）

【基調報告】 喜多明人（実行委員長、

子 ど もの権 利条 約 ネ ッ トワー ク）

呼びか け人を代表

参加型学習「子 どもの権利条約 ワー クシ ョップ」

粟野 裏道 （国際子 ど も権利 セ ンター）

「 ワ ー ク シ ョ ッ プ 」 と い う言 葉 に な じみ の あ る 方 は 、 ど れ く ら い い ら っ し ゃ る で し ょ う か 。 辞 書

をひくと、「① 仕事場 、作業場 ；②勉強会、講習会」 とい った意味 が出 て います。 多 くの場合 、

そして この フォ ー ラムの 「子 ど もの権 利条 約 ワー ク シ ョ ップ 」 で も、後 者 の意 味 で 使 わ れ て い ま
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す 。 しか し、「 ワー ク シ ョ ップ 」 はた だ の 「勉 強会 、 講習 会 」 で は あ りま せ ん 。 当 日 プ ロ グ ラ ム

の 中 に もあ る よ う に、『「楽 しさ、 出 会 い 、気 づ き」 の あ る 「参 加 型 」 学 習 プ ロ グ ラム』 です 。

フォーラム初 日、開会全体会の後に条約 の内容 を学ぶ ために、「子ど もの権利条約 ワークショッ

プ」 は行われ ま した。まず、その時点 で100名以上集ま っていた参加 者 を、 3 つ の グルー プに分

け、会場 を移動 。それぞれ、粟野真造 、栗本敦子 、浜田進士 （いずれ も国際子 ど も権利 セ ンター）

が 担 当 し、 プ ロ グ ラム をす す め ま した。

全体会が行 われていた一番大 きな会場で は、粟野 の進行 で「誕生、地球市民 ビンゴ」 とい うプ

ロ グ ラ ム。 ビ ン ゴゲ ー ム は、4 ×4や 、5 ×5の正 方 形 の マ ス 日 に ラ ンダム に数 字 が 書 い て あ る カ ー

ドが配 られ 、司 会 が 読 み あ げ る数 字 を塗 りつ ぶ して い って 、 タ テ・ ヨ コ・ ナ ナ メの い ず れ か 1 列

が 完成 した ら「 ビ ンゴ ！」 とい って あが るゲ ー ム。「地 球 市 民 ビ ンゴ 」 で は 、 ま ず 、 マ ス 目 に か

かれてい るのが数字で はな くさまざまな質問になっています。質問に対す る答えで マス 目を埋 め

て い くわ け です 。 そ して 、 この質 問 が 「子 ど もの権 利条 約 」 を いろ ん な方 向 か ら考 え る き っか け

にな っています。「 〟登校拒否者数” は、小学・ 中学あわせて、何人 ぐらいいるか」「 “子 ど もの権

利条約” に書 いてあ る主 な権利 を 3 つ」「中学生鳩5万人 の内、学習塾 に通 ってい る子 ど もは何割」

とい った堅 い質問か ら、「子 ど もの頃楽 しかった遊 びや休験 を 2 つ以上」「大人よ りも、 子 ど もの

方が優 れて いる点 2 つ」「今 の中学生・ 高校生に人気のあ る歌手や俳優 の名前 を 3 人以上」といっ

た柔 らか い質 問 まで 。 さ らに ふ っ うの ビン ゴゲ ーム と違 うの は、 マ ス 目 を 自分 で埋 め るの で は な

く、他 の参 加 者 に答 え て も ら って埋 め て い くと い う点 。 今 回 の フォ ー ラ ムの よ うに 、 初 め て参 加

す る人 同 士 が 、 この ゲ ー ム を きっか けに言 葉 を交 わ し、 うち とけ て 、 リラ ッ クス した 雰 囲 気 に な

ります 。ゲームその もの は早 い者勝 ちで、先着10名 はどに景品を用意。参加者 のほとん どが 「 ビ

ンゴ」 になった ら、一旦席 に着 き、堅 い質問への解説や、柔 らかい質問にみんなが どん な答 えを

持っているのかを話 し合 って終わ ります。

他 の 2 つの会場 では、栗本・浜 田がそれぞれ進行 を担当 し、「欲 しい もの と必要 な もの」 とい

うプログラムを行 いま した。 これは、ユニセ フ（国連児童基金 ）が発行 している『私 の権利 み ん

な の権 利 It’s O n ly R ig b t ！』 に紹 介 さ れて い る もので 、 当 日 は少 しア レ ン ジ しま した 。 ま ず 、参

加者 を 4 名 ず っ の グ ル ー プ に分 け 、各 グ ルー プ に24枚 の カ ー ドを配 ります 。 この カー ドは 、 参 加

者が 住 ん で い る市 町 村 にで きた新 しい課 が 子 ど もた ちに提 供 しよ う と考 え た「 欲 しい も の と必 要

なもの」の項 目。「栄養のある食べ もの」「清潔 な水」「差別 されないこと」「最新流行 の服 」 など

のカー ドが 20枚 あ ります 。 あ との 4 枚 は白紙 で 、参 加者 自身 が考 え る「欲 しい もの・ 必 要 な もの」

を書 き込 みます。 24枚が そろ ったところで、「政治的・ 経済的理 由か ら24項 目の うち 16項 目 しか

提供 で きな い こと に な った 」 と伝 え、 各 グル ー プ にな くて もす む 8 項 目 を選 ん で も ら い ま す 。 そ

れが終 わ った ら、 さ らに16項 目 か ら 8 項 目へ 、削 る 8 項 目 を選 ん で も らい ます 。そ の後 、各 グル ー

プで 、何 を削 っ たか 、 1 回 目 と 2 回 目の選 択 で ど ち らが難 しか った か、 ど うい う話 し合 い が も た

れた か 、 そ して 「欲 しい もの」 と「必 要 な もの」 は何 か 、人 によ って ど う違 うの か 、 な ど を 話 し

合い、 さらに、他の グル ープ と意見交換を します。

「地球市民 ビンゴ」で は、一見難 しそ うな「子 どもの権利条約」 も、 いろんな角 度 か ら見 て い

くこ とで身 近 に考 え る こ とが で きる、 そ の き っか けを提 供 して い ま す 。 ま た 、「欲 しい も の と必

要な もの」 で は 、条 約 の基 本 で あ る に もか か わ らず抽 象 的 で な じみ に くい 「権 利 」 そ の も の に つ

いて 引 きつ け て考 え ます 。 いず れ も、 参加 者 は受 け身 の立 場 で教 えて も らうの で は な く、 自分 自

身で考 え、他 の人の異な る意見 に刺激 されます。 この点が、参加型学習方法である「ワークショッ

プ」の大 きな特徴 なのです。

約 1 時間 とい う短 い時間なが ら、当 日の参加者のみなさん も、おおいに「楽 しさ、出会 い、 気
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「 参加型学習」 の進 行役 をつ とめ る粟 野真遺 さん 子 どもも生徒・先生 も、そ してお とな もみん なで

（ 実行委鼻長） 〟参加型学習”′

づき」 を得 られ た よ うです 。 多 くの方 か ら、 プ ロ グ ラム の詳 細 や 、他 のプ ロ グ ラム につ い て の 質

問を うけ ま した 。 み な さん 、 条 約 を学 び 、関 心 の輪 を広 げ る こ とに難 しさ を感 じて お られ る よ う

でした。一方で「子 ど もの権利条約 」の大 きな特徴 として、広報義務 が明記 されて いる ことが あ

ります。国や地方 自治体が この義務 を果 たす よう働 きか けるのは もちろんですが、私 たち市民 の

手で 条約 を知 らせ て い くこ と も重 要 です 。「 ワー ク シ ョップ」 と い う参 加 型 学 習 方 法 が 、 条 約 の

とっつ きに くさを やわ らげ、 内容 を知 り、 考 え る き っか けに な れ ば 、 と思 い ます 。

【進行】 粟野真造、栗本敦子、浜田進士 （国際子 ども権利セ ンター）

N G O ・ 市民 パネルデ ィスカ ッシ ョン「N G O・ 市民 を支える社会 とは」

大河内 秀人（アーユス＝仏教 国際協力 ネ ッ トワーク）

N G O・市民 パ ネ ルア イ スカ ッ シ ョン風 景

とな りの 圭 で開 催 され て い る子 ど も ア ク シ ョン広

場に負 け じとお とな もハ ッス ル。

国内の子 ど もの問題 に取 り組む人々 と、海 外 で

活動 す る国際協力 N G O 活動者 の交流 も、子 ど も

の権利条約 フォー ラムの開催 日棲の一 つで した。

昨年 の各分科会の感 じとして は、一部 で は若 干 の

盛り上 が りを見 せ た もの の 、全 体 的 に は ち ょ っ と

無理 があ ったん じゃないか、あ まり接点 が見 いだ

せな い と い う意 見 が多 か っ た よ うで す 。 そ こで 今

回は 、共 通 の話 題 を テ ー マ に しよ う とい うこ とで 、

それ ぞれが運動 を進 めて い く基盤 として 「 日本 社

会」 と はい った い どん な もの な の だ ろ う、 国 内 の

問題に して も国際間題に して も、運動が なか なか

広まらない日本 の社会 はどん な欠陥を持 って いる

の か を考 え よ う と 目論 見 ま した。

まず、国内問題 として、味岡尚子 さん（全国 P T A 問題研究会）、 中島絢子 さん （神 戸・ 子 ど

もの人権 と健康 を考 える会）、国際協力 N G O か らは伊東 弘さん （ シャプ ラニ ール ＝市 民 に よる

海外協 力 の会 ）、 田 中好 子 さん （パ レス チ ナ子 ど もの キ ャ ンペ ー ン） をパ ネ ラー と して 、 そ れ ぞ

れ活動 の中で感 じて お られ ることなど、具体的な事例 を中心 にお話 しいただ きま した。 今 の息 苦
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しい学校 の状況 とその中での子 ど もの訴 え、また、校則 など人権侵害 を平気で見過 ごす 日本 社 会

の構造。競争社会をそのまま教育 に持ち込 み、 自由な感性 と想像力 の発達、発揮を押 さえ込 む状

況が 、 身 の 回 りか ら海 外 ま で、 他 人 の苦 しみ に共 感 す る ことな く、 自分 を も押 し殺 して 生 き る子

ど もた ちと、問題 を問題 として捉えない大人の社会 に対す る認識 を確認 しま した。ま た、伊 東 さ

んか らは、 そ うは言 って もN G O に して も、社 会 が受 け入 れ な い よ り も、 まだ ま だ こ ち らか らの

プレゼ ンテ ー シ ョンが足 り な い。社 会 を問 題 にす る前 に、 ま だ ま だ工 夫 の余 地 が あ る の で は な い

か、 とい う意 見 も出 され ま した 。

今 回 は ま だ ま だ 出会 いの場 と して、 それ ぞ れ が どん な 活動 を して い るの か 「知 る」 こ とを 主 な

目的 と し、特 に結 論 とか 、共 同声 明 な ど はめ ぎ しませ ん で したが 、 フ ロア か ら も含 め 活 発 な 意 見

交換 があ り、 また感想 、提案 なども積極 的にいただ きま した。 この様 な機会 を積み重 ね てい くと

ともに、今後 はもっともっと交流を深め、時間を手間をかけて個別 にで も情報を交換 し合 って い

けば 、一 緒 に活動 す る場 面 も増 え 、 ま た求 め られ て い くので はな い で し ょ うか 。

【パ ネラー】 味岡尚子 （全国 P T A 問題研究会）

伊藤 弘 （シャプ ラニール＝市民 による海外協力 の会）

田 中好 子 （パ レス チ ナ子 ど もの キ ャ ンペ ー ン）

中島絢子 （神戸・ 子 どもの人権 と健康 を考え る会）

【 コー デ ィネ ー ター】 大 河 内秀 人 （ アー ユ ス ＝仏 教 国 際 協力 ネ ッ トワ ー ク）

子 ども アク シ ョン広 場

勝本 浩司 （子 ど もの権利条約 ネ ッ トワーク）

11月 5 日 の夕 方 に、子 ど もア ク シ ョン広 場 を開催 しま した 。私 自身 は、和 田洋 子 （子 ど もの 権

利条約 ネ ットワーク）、水永啓子 （地球子 ども会議） と共 に、 この ア クシ ョン広場 の企 画 に関わ

りま した。当 日の参加者 は、条約 に関係す る行動 を して いる子 ど もたち約 40名 、一 般参加 の子 ど

もたち（学生含 む）約20名、大人約50名、計約 110名 で した。席 の配置 は部屋 の中心 を開 けて丸

く円 の よ うに並 べ 、 その 席 に大 人 と子 ど もが向 か い合 うよ うに して行 な わ れ ま した。

参 加 した子 ど もた ちの グル ー プ は、 12 グル ー プで す 。

趣 旨 として は、全国の活動 を起 こ した子 ど もたちの交流 、大人、その他 の子 どもたちへ の活動

アク シ ョン広 場 で全 国 の 行 動 す る子 ど も た ち の輸

かひろか る。

紹介、 これを契機 とした更 に広 い地域的 な活動へ

の手 助 け等 が あ りま した。

内容 は 、 まず 、 グル ー プ と して参 加 した子 ど も

たち か ら、 そ れ ぞ れ の活 動紹 介 を して も らい 、次

に、 ビ ンゴゲ ー ム 、最 後 に討 論 とい う形 式 で した。

活動紹介では、会場の中心 に各 グループの子 ど

もたちが来て、丸 く全体を見回 して紹介 を行 なっ

てい ま した 。 ま た、人 数 の多 い グル ー プで は、 子

どもに向かって榛一列に並び紹介 して くれたグルー

プもあ りま した。活 動 紹 介 全 体 と して は、 当 日配
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布した 「子 ど もア ク シ ョ ン広場 グル ープ 紹 介 」

とい う冊子 に各 グ ル ー プが 前 も って書 い て くれ た

ような こ との説 明 で した。そ の中で特 に記憶 に残 っ

たグル ープ紹 介 を して くれ た の は、 ち びす け ラ ン

ド共 和 国 中学 生 リー ダ ー ス倶 楽 部 「 トー キ ン グ

キッズ」 とい う青 森 か らきた グル ー プで した 。 か

れらは、全体的 なグループ紹介 とその後に、青森

の「ねぶたばや し」を、持 ってきた楽器を使いやっ

てくれ ま した 。 ま た、 そ れ だ けで はな く、 音 楽 に

あわせての踊 り方 も教 えて くれ、会場 の参加者皆

で音 楽 に あ わせ 楽 しい雰 囲 気 の なか で踊 りま した。

ビン ゴゲ ー ムで は、大 人 も、 子 ど も も、 会 場 全

子ど も ア ク シ ョン広 場 で 「ね ぶ た 」 を か な で る 青

森・ 中学生 リーダー ズ倶楽部「 トーキ ング・ キ ッ

ズ」の子 どもた ち

貞に参加 して も らい ま した。 ゲ ー ム の 内容 は、条 約 に関 す る16の 問 題 を解 くの です が 、 問 題 は 自

分だ けで解 くので はな く、 その 間題 の答 え を知 って い る人 を探 しだ す 、 とい う もの で し た 。 そ の

時に自己紹介 も一緒 に し、最終的には解 けた答えに当たる欄が、縦・ 横・ 斜 め一線 に揃 うまで人

に聞 き、早 く解けた30人程度に条約 の本、 はがき、国連 のボールペ ン等 の商品 を配 りま した。

最後の討論 は、会場全休で討論 しま した。個人間の意見交換 を中心 に置 き、知 らな い人 同士 で

数組 の ま とま りをっ く り討 論 を して も らい 、中 間 に ど の よ うな事 を話 して い るか と い う こ と を 、

報告 して、最後 に任意で大人 と一緒 に集 まり討論 しま した。その時 の子 どもた ちの様 子 は、 実 に

真剣に熱 を入れて話 し合 っていて、 これは私 自身 が言え ることでは無 いのですが、 き っと来 て い

た子 ど もた ち は充 実 した 時 間 を送 れ た と思 い ます 。

最 後 に、子 ど もた ち の感 想 の なか に 、 自分 た ち と同 じよ うに考 え て い る「仲 間 」 と会 って 、 自

信を持 った 、 とい う もの が あ りま した 。 この よ うに様 々 な子 ど もた ち か らの感 想 を聞 き 、 子 ど も

たちの出会 い の場 、 さ らな る行 動 へ とっ なが る場 、 そ して 、 ご く普 通 に生 活 を送 る子 ど も た ち 自

身が様 々な価値観 と人 と出会え る場 の重要性 と必要性を更 に強 く感 じま した。

【主 な参加 グループ】

S B W ＝S tu d e n ts for our Better World

子 どもの権利条約実行委員会 （大阪）．

「子 ど もの権利条約」を広 める10代の会 （北海道）

J H C ＝ ジ ュ ニ ア ・ ハ イ ス ク ー ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ ー

学校 に不満 を持 って いる中学生 の会 （大阪 ）

生徒人権 プ ロジェク ト実行委貞会 （千葉）

デ ィサ イ ド（東京 ）

ち びす け ラ ン ド共 和 国 中学 生 リー ダー ズ倶楽 部 「 トー キ ン グ・ キ ッズ」（青 森 ）

ヒ ュ ー マ ン ボ イ ス （ 長 野 ）

ユ ー ス・ エ ン デ ィ ン グ・ ハ ン ガ ー

【進行】 勝本浩司（大学生）、水永啓子（大学生）、和田洋子（高校生）
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交流会

第 1部 では、 ビデオ『「子 ど もの権利条約」

を子 ど もへ 』 に 出 演 した ラ ン キ ン・ タ ク シ ー

さん の ラ ップ で条約 を楽 しみ ま した 。

第 2 部では、夕食 を とりなが ら、参加者の

情報・意見交換を行 い、交流 しま した。

夜の交流会で ランキ ンさん大 いに歌 う

第 1 分科会 「子 どものための学校 づ くり、学校改革」

大江 洋（東京大学大学院）

本分科会で は、「子 ど ものための学校づ くり、学校改革」な るテーマの下 に多面 的 な視 点 か ら

の報告 がなされ た。

第一報告 と して は、三 宅隆史 さん （ S V A ＝曹洞宗国際 ボランテ ィア会）の「ユネス コ『国 際

教育勧告』 につ いて」 とい う報告が なされた。具休的な報告に先立 ち、まず三宅 さんの援助 によ

る学 習 活 動 （ カー ドを使 った 自 己紹介 で あ る「 アイ ス・ プ レイ カ ー 」、 教 育 ／ 学 習 観 念 の ブ レイ

ン・ ス トー ミング）が実際 に行われた。報告においては、「国際理解教 育 の最近 の流 れ」 が概括

的に示 され、そ して国際理解教育の内容 は権利条約第29粂の「教育の 目的」 と密接 に関 わ ってい

るという指摘 がなされた。 さらに 197 4年のユネスコ国際教育勧告 についての内容説明 が行 わ れ 、

特に本勧告中の「 コミュニケー ション技能」が強調 された。本勧告 の精 神 は、「結 果的 に」 その

後の日本国内の諸実践 （平和教育 、「同和」教育、多文化教育等） に生 か され て きた とい う認識

が報告者か ら示 された。

第二報告 は、「外国籍 （ とくに在 日朝鮮人 ）の子 ど もの権利につ いて」 とい うテーマで斎 藤絶

代美 さん （子 ど もの人権埼玉 ネ ッ ト） によ って行われた。本報告では、在 日朝鮮・ 韓国 人 の子 ど

国醇化時代 の学校のあ り方 をめ ぐって国際・ 国 内

の団体か交流 （第 1 分科会「教育・学校」よ り）

もたちをめ ぐる昨今の諸問題 （高体連加盟 問題 、

チマ・ チ ョゴ リ事件 に象徴 され る暴言・ 暴行 問題

等） が主 と して 取 り上 げ られ た 。 そ して 、 こ う し

た問題状況 の中での諸機関・諸 団体 の様 々 な取 り

組み・ 動 きが紹介 された（在 日外国人子 弟へ の い

やが らせの防止・人権保障を旨 とした埼 玉県教 委

の通知 、およびその通知を要望 した事前 の取 り組

み、各朝鮮学校 と地域 の学校 との間 の様 々 な交 流

等）。最後に報告者か ら、差別 問題 は関連 す る事

実を知 らな い こ とに よ って起 きる 、 と い う点 が 強

調され た。
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第三報告 では、上村徳子 さん（水戸子 どもの人権を守 る会） による「高校入試 と生 徒 の人権 問

題」 とい う報告が なされた。最初 に水戸の「子 どもの人権 を守 る会」の設立経過・ これ まで の取

り組 みが紹介 され、その後 に茨城県の新高校入試制度 の問題点が報告 された。新入試 制度 下 の調

査書 は、「評定」 は もとよ り、「観点別学習状況」（各教科）・ 「運動能力の記録」、 さ らに は「行

動の記録」・ 「特記事項」 まで もが点数化 されてお り、本制度 は「生徒 の全人格 を点 数化 」 す る

もので あるという批判 がなされ た。また、調査書作成時 に各教師の慈恵 が入 り込み やす い とい う

点や、コ ンピュー ター採点 の問題 （不完全 なソフ ト、教育委員長 と業者 との関係）等 も指摘 され

た。

質疑応答・ 意見交換 において は、まず青少年 自身の取 り組 み として、千葉県の高 校生 グルー プ

による「生徒人権宣言」 の作成や、権利条約 の学習会・ 関連書籍 の出版 に取 り組 んで い る長野 県

のグループ（「 ヒューマ ンボイス」）等 に関す る発言があ った。 また、学習困難児 への教 育 を目指

す塾や生活者 ネ ッ トワークの活動 に関す る報告や、学 校側 の不適切 な対応 か ら自分 の子 ど もが事

故死 して しま った とす る母 親 の発 言 等 もあ った。

以上が本分科会 の概況であ る。なお本分科会全体の運営 に対 して は、 もっと意見交 換・ 討論 の

時間が欲 しい とい う意見・提案 が若 い参加者か ら出 され、次回の検討 すべ き点 とされ た。最後に、

本分科会報告 のまとめを “依頼’’された “役得” として感想を一 つ二 つ。様 々な方 々の報告・ 意

見交換 を聞 いて いて、子 どもに向 け られた深刻な現状 は未だに続 いてお り、（そ うした現状 へ の

抵抗・ 改革 として ？） “子 ど も” 自身 の権利条約 に対す る取 り組 み も活発 になって きて い ると感

じた。だが、教育をめ ぐる詩論点・諸問題 は存外深 く広 い。 “権利け の次元・ 平面 で問 い得 る こ

ととは何か、またその場合 の権利 とはど ういった性質 （他者 に対す る規範的効力等）なのか といっ

た視点を持 ちなが ら、「子 どもの権利」（論）の実践・研究 を進 める ことが大切で はないだろうか。

【進行】 島ノ江一彦 （立正大、権利条約 ネッ ト）、林量椒 （埼玉大 、子 ど もの人権 埼玉

ネ ッ ト）

【報告】

ユネスコ「国際教育勧告」について…三宅隆史 （ S V A ＝曹洞宗 国際ボ ランテ ィア会）

外国籍 （とくに在 日朝鮮人）の子 ど もの権利 について…斎藤紀代美 （子 ど もの人権埼玉

ネッ ト）

高校入試 と生徒 の人権問題 につ いて…上村徳子 （水戸子 ど もの人権 を守 る会）

第 2 分科会 「違いを大切 にす る地域づ くり」

梅 田 勇 三 （チ ャイ ル ドアー ス活 動 セ ンタ ー）

「子 ど もの権 利 条約 」 を 自分 た ち の身近 な ことか ら考 えて行 くた め に 、地 域 の 中 で 子 ど も と共

に活動 して いる 3 つの実践が紹介された。

鈴 木 さん か ら は、子 ど もたち の 自主 性 を 引 き出 す一 つ と して 、 自主 ク ラ ブを積 極 的 に応 援 して

行くプ ロ グ ラム が 出 され た。

この プ ロ グ ラムで 子 ど もた ち は 、 自主 的 に 自分 た ち で決 め た こ とにつ いて は、責 任 を持 ってや っ

て行 こうとい う動 きにな り、又 、そこに、中・ 高生 、大学生 、障害 を持 った子が来て 、 それぞ れ
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ワスナニ・ モニカ孝子さん、多 文化 家族の子 ども

たち を語 る （第 2 分 科 会 「 コ ミュニ テ ィー づ く り」

より ）

に活 動 した り、か か わ る こ とで 自然 に異 年 令 集 団

が出来 、今 、 セ ンター は子 ど もた ちの居 場所 にな っ

てい る との こ と。 行 政 とい う枠 の 中 に あ って もや

り方次第 で、子 ど もの一番大切 な部分 （子 ど もの

利益 ） を だ い じに しな が ら活 動 が 出 来 る こ と に 気

付か せ られ た。 今 、子 ど もた ちの た ま り場 は 、 セ

ブ ンイ レ ブ ンの よ う な と こ ろ と な り 、 学 校 と 塾 の

中間 に 、 セ ブ ンイ レ ブ ンに寄 って 、 ま んが を見 て、

お菓 子 買 って 、 ち ょっ と、 た む ろ して家 に 帰 る 、

とい うのが 日常 で、子 ど もた ち自身 、 コ ミュニテ ィー

をっ くった り、学校 とは違 った価値観 で、何 か を

やって み よ う とい う場 が な い の が現 状 です 。 そ う

した中、鈴木 さんたちの活動 は非常 に魅力的であ り、子 ども参加 の地域づ くりに、大 いに参考 に

な る 。

国 際 結婚 を して、 子 育 て して きた ワ ス ナニ さん は、 外 国人 、特 に ア ジ ア系 で色 も黒 い と 、 訳 の

わか らない差別 を受 けて しま う夫 の姿や、自分 自身 も外国人 と間違われて、苦 い思 い を経 験 して

い る。 そ う した 日本社 会 の 中 で育 つ 子 ど もた ち に、 良 く も悪 くも 「 自分 は特 別 なん だ 」 と思 っ て

は し くな い と の思 いか ら、 い ろ い ろな 人 が い る のが あ た りま えで あ り、 い ろ い ろ な考 え を 受 け入

れ る こ とが大 切 で あ る とい うこ とを伝 え た い、 と活 動 を始 め る。 しか し、 活 動 して行 く と、 子 ど

もの問題以前 に、母親 たち、特 に、ア ジア系 の母親 たちが深刻 な問題 を抱えてい る ことが見 え た

との ことで、国際結婚・ 母子 の抱え る問題が報告 された。又、多文化 を持 った人 々が集 まる と同

一の文化の中では見えない ものが見えて くる。学校 の中で も多文化 の子 どもが何人 か入 る ことで、

日本 人 の子 ど もた ちに と って 、 い い環 境 に な るよ う支 援 して行 きた い との こ と… 。

内海 さん か らは、 多様 な生 き方 に 出会 うこ との価 値 や豊 か さにつ いて 出 され た。

悩 みを もった子や親の居場所、又、多様 な生 き方 に触れ る場 、キ ッカケづ くりと して の活動 を

行 って来 た 。 そ の活 動 の 中 で 、お とな が良 い と思 うこ とを子 ど もに示 す とい う こと よ り、 様 々 な

出会 い にか か わ れ る こ とを保 証 して お くと、 自分 の感性 や興 味 に合 った と ころで つ な が り 、 自 分

をふ く らませ て行 く子 ど もが 見 え て くる。 又 、 ベ ンボス タ （ス ペイ ン） の子 ど もた ち と の 出 会 い

の 中 で 、 外 国 の子 ど もた ち も、 自分 た ち とあ ま り変 り はな いが 、大 き く違 うの は、 お と な と子 ど

もが対 等 で あ り、子 ど も も一 個 の人 間 と して 、経 済 的 に も自立 した関 係 をっ くって い る と い う こ

と と、 そ うい う状 況 をお とな た ち が保 証 して い る、 とい うこ とを 、 ボ ラ ンテ ィ アで か か わ っ た 子

ど もた ち は感 じ取 っ た との こ と… 。

三人 の活動か ら、「機会 と場」が保証 されれば、子 どもたちは、 自分 の力 を 自分 自身 で伸 ばす

ものだ とっ くづ く思 う。又 、互 い を尊 重 し合 う関係 、 と い うの は 、 まず 、 そ れ ぞれ の 違 い を認 め

合うこ とが重 要 で 、 そ の た め に は、 さま ざ ま にか か われ る機 会 を もち、 そ こで見 えて くる違 い を、

否定 す るの で はな く、互 い に違 いを 大切 にす る関係 をっ くって行 く、 とい う こ とだ ろ う。

「子 ど もの権 利 条 約 」 を考 え る場 合 も、 この 「違 い を大切 にす る」 とい う こと を抜 い て しま う

と、 どち らか が押 しつ け る もの とな って しま うの で はな い だ ろ うか … 。

【進行】梅 田勇三 （チ ャイル ドアース活動セ ンター）、大富 悦子 （子 ど もの人権

埼玉 ネ ッ ト）
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【報告】

児童館活動 と地域…鈴木正一 （品川区立西中延児童 セ ンター）

国際結 婚 を した女 性 た ち と、 その子 ど もた ちの グル ー プ… ワス ナ ニ・ モニ カ孝 子 （ マ ジ

カル ・ チ ャ イ ル ド）

子ど もの多 様 な生 き方 を支 え る地 域 ネ ッ トワー クづ くりを 目指 す … 内 海和 子 （ チ ャイ ル

ド・ ア ー ス横 浜 ）

第 3 分科会「家族のなかの子 どもの権利」

和多田 雅子（権利条約ネット）

以下 の三 つ の レポ ー トを も とに討 議 が 行 な われ た 。

平野裕二 さん （A R C ）・ ，94年 は国際家族 年 と

いうこ と もあ って 、 国連 子 ど もの権 利 委 員 会 の 一

般討議のテーマは「子 ど もの権利 の促進 にお ける

家族の役割」だ った。まず家族 には子 ど もの権 利

を保障する場 としての役割 がある。 自分一人 で は

生きられ ない子 ど もの生命権 を保障す るの は家族

だし、 また人 間 と して最 低 限 の生 活 を維 持 す る と

いう国家の保証 も家族 を通 じて行なわれる。児童

扶養手当や、子 どもの健康 を守 るための父 母へ の

健康 教 育 な どが そ の例 で あ る。 しか し全 体 的 に み

ると、む しろ家族 の な か で子 ど もた ち の権 利 が 侵

子ども虐待 をめ ぐって議 論が 白熱 （第 3 分 科 会

「 家族 のなかの子 どもの権利」 よ り）

害 されて い る こ とが大 きな問 題 とな って い る 。 た

とえば子 どもにとって非常に有害 な因習 （早期婚や割礼 など）が家族 によ って温存 されているし、

児童労働の一形態 として別の家族 に子 どもが召使 いとして雇われ非常 に酷使 されて い る例 が報告

された。一方先進諸国の例 として、家庭内での虐待 とか体罰の問題 も議論 された。国 際家族 年 の

統一 ス ローガ ンに うたわ れ て い る よ う に、家 族 は子 ど もが まず最 初 に民 主 主義 に ふ れ る場 で あ る

べきな の に、実 際 に は、恐 怖 、暴 力 、残 酷 さ を学 ぶ場 に な って しま って い る こ とが指 摘 さ れ た。

広岡知彦 さん（自立援助ホーム《憩 いの家》、子 ど もの虐待防止 セ ンター ）・ 「子 ど もの虐 待防

止セ ンター」 は、虐待の事実 をっかんだ保健婦が孤軍奮闘す るがど うに もな らず、地 域 の精神 科

医、弁 護 士 な ど とネ ッ トワー ク を広 げ て解 決 した事 例 を き っか け につ くられ た ボ ラ ンテ ィ ア組 織 。

虐待 の事実をっかむためには匿名電話 しか ないとい うことで電話相談を始めた。，91年創設以来扱 っ

たケースは600 0件 にのぼ る。育児不安 の母親の他 に非常 に重 いケースも予想以上 に入 って きて 、

これ ま で そ の吐 き出 し場 が なか った とい うこ とを うか が わ せ る。虐 待 を す る親 は ス ト レス な ど で

追い込 まれ 子 ど もに 当 た って い る。父 母 た ち に何 もの ケ ア もせず に子 ど もを家 庭 に 返 して も同 じ

ことの く り返 しで 、場 合 に よ って は子 ど もに とって 非常 に危 険 な こ とに な りか ね な い。 親 は 「 い

まの私 は この子 とい た らど う にか な って しま い そ う」 とい うメ ッセ ー ジを 出 して い る の で あ る。

親子 なの だ か ら一 緒 に暮 らさな くて は とい う建 前 論 で は混 乱 を深 め るだ け。 夫 との 関 係 な ど家 族
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内の問題 でせ っぱっ まった状態 に追 い込 まれている母親が非常 に多 い とい うのが実感 だ 。 なかで

もいちばんの問題 は、その人自身が成育の過程で虐待 を受 けそれを解決で きないまま大人 にな り、

それが子育 て時期 にいちばん弱 い子 どもに対 して出て くるという構図だ。子 ど もの虐待 をや め さ

せ るた め に は、親 の側 の ケ ア が不 可欠 。 しか しこ うい う問題 は、 ひ とっ の セ ク シ ョ ンだ け で 解 決

す るの は不 可 能 で あ る。 ネ ッ トワ ー クす る ことで解 決 策 を見 つ け る ことが これ か らま す ま す 重 要

だ と考 え て い る。

川中信 さん（ C C W A 国際精神里親運動部）・ ネパ ールでのN G O 活動の体験 をも とに話 を した

い。国際協力の現場 にいる者 にとって子 どもの権利条約の前文で「家族 の責任」を認 め て いるの

は大 変 助 か る。難 民 に関 して 「親 が いて もい な くて も、子 ど もを保護 しな くて はい け な い 」 と い

う こ とを明 確 に書 い て あ り、家 族 が い な い場 合 の保 護 は もち ろん の こ と、家 族 が機 能 して い る場

合に はそ の 家族 を通 して援 助 す る とい う意 味 づ け を は っ き りさせ て い る。 また 出生 前 後 の ケ ア を

重視 して い る点 も注 目 に値 す る。子 ど もの生 存 権 を守 る場 合 、 そ の ポ イ ン トは出生 前 後 に あ るか

らだ。 ネパ ールで 5 歳未満で志望す る子 どもの半分 は 1 歳未満児 である。60～70年 代 の開 発 は経

済成長優尭 で経済成長 によって子 ど もの生活条件改善 になるはずだと して きたが、なか なか そ う

は な らな か っ た。 に もか か わ らず それ に か わ る議論 が きち っ とさ れ て こ なか った の が 現 状 だ 。 そ

の意味で もこの条約で「子 どもの生活条件改善 のために国際協力 が重要であ る」 と してい る点 に

大変力 づけ られ る。

以上 レポーターか らは、国 内外 のかな り深刻 な子 ど もたちの状況が報告 された。共通 の問題 を

さ ぐ って論 議 を深 め るま で に は い た らな か っ たが 、相 互 の 情報 交 流 と して の意 味 は大 き か っ た と

思う。川 中 さん か ら「国 際 N G O で は専 門 家 を多 く抱 え られ な い と い う実 状 が あ る。 ぜ ひ と も国

内で さ ま ざ まな活 動 を して い る専 門家 の参 加 や ア ドバ イ ス を お願 い した い 。 それ が な い と、 日本

のN G O は行 きづ ま って しま うの で は な いか と思 う」 とい う問 題 提起 が あ っ た。第 三 分 科 会 の 今

後の課題で はないか と考 える。

【進行】和多田雅子 （権利条約 ネッ ト）

【報告】

子ど もの権利委員会第 7 会期 での論議か ら…平野裕二 （A R C ）

崩壊 家 族 の子 ど もた ち と暮 ら して

・・・広岡知彦 （自立援助ホーム《憩 いの家≫、子 ど もの虐待防止セ ンター）

子どもの生存 と発育を守 る視点か ら…川 中信 （C C W A 国際精神里親運動部）

第 4 分 科会 「最近の少年事件 と少年法一視布駅南口集団暴行事件をめぐって－」

網野 利夫（全司法）

当分科会 は、調布駅南 口集団暴行事件 で起 訴 されて いる少年 （既 に成 人 にな った人 も便宜上

「 少年」 と記載す る。） 3 名 とその親 4 名 の参加を得て、生 の声 を通 して少年司法 にお ける少 年 や

親の権利 、少年司法の問題点 を検討 す る機会が もてた。

事件 は、1993年 3 月 1 日に京王線調布駅南口にて 5 人の学生等 に複数 の少年がおそ いかか り、
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内1 名 に 3 週 間 の負 傷 を させ た とい うもの で 、 特

異な事件内容で はなか った。 しか し、非行 な し不

処分 とな った少年が成人 後に起訴 された り、 抗告

審で非行 の成立に疑 いが もたれたのに差 戻審 で刑

事処 分 と な り、 つ い に起 訴 され た り と、 少 年 法 の

精神 を な いが しろに す る と して 大 問 題 と な っ て い

る事件であ った。起訴 された 5 人 は、逮 描直後 に

非行事実を認 めた者 はいたが、家裁送致 前 には全

員が無実を主張 し、現在 も主張 し続 けている。

以下 に発言 に表 われたおもな内容 を示す。

◎警察 取調 べの早 い時期に 自白させ られた のに

調布事件の当事者を囲んでの真剣 な話 し合 い （第

4 分科会 「少年司法」よ り）

は、「別 の少年 はお前がや ったと してい る」等 の切 り違 え尋問、認 めれ ば帰 られ る等 の利 益誘導

が あ った 。何 度 もや っ た ろ う と言 われ て い る うち に、 や って な い と思 って い る の は 「や った の を

忘れ て しま った のか 」 と も思 って しま った 時 もあ った 。話 相 手 の いな い辛 さ も語 られ た 。 自 白 さ

せられた少年 は弁護士 との接触 が出来てか ら無実の主張が 出来 た。 これ らの発言か らは、取 調 べ

に親や弁護士 の立会 いが必要 であ り、特 に弁護士の役割 の重要 さが うかがえた。

差戻審時に大掛 りな補充捜査 を行 った。弁護士 か ら、警察 が目撃証人を連 日取調 べ て証言 を訂

正させ た こ とが報 告 され た 。少 年 を警 察 へ 「遊 び」 に来 させ よ うと した り、尾 行 した り も した 。

親か ら、送致前の捜査をなぜ もっと徹底 しなか ったのか との批判があ った。当然の批判 であ る。

◎家庭裁判所 初 めの審判 も差戻審の審判 も、裁判官 は、記録ばか り見 ていて少年 を見 なか った

し、少年に有利 な証言では不機嫌にな り反対 の際 に エコニ コ していた。 少年 か ら見 た審 判 は＼

「 懇切 を旨と して、なごやかに」行われていなか った。結局、差戻審 で は一 人 の裁 判官 に偏 見が

あると して忌避申立 てを し最高裁 まで争 ったが入れ られなか った。

◎少年院 無実 なのになぜ少年院 に入 らな くてはいけないのか との思いがあった し、 反省文 を求

められて も書 くことが なか った。少年院での生活態度が良 いはず はな く「保護房」 に入 れ られた。

少年院の方 の対応 は、抗告 していて も院内での生活 は真面 目にす るよ うに とか、抗告 の ことは考

えな いで一 日 も早 く出 院 で き るよ うに頑 張 れ とい う もの だ った。 処 遇 の前 提 と して 正 確 な事 実 認

定が必要な ことを証明す る発言で あった。

◎親 弁護士への依頼 のみな らず、親達 が相談 して目撃者摸 しの為 の ビラを配布 した り、 マ スコ

ミに働 き申 け る人 もい た 。子 ど もの無 実 を信 じて の行 動 で あ った 。親 が子 ど もを 信 じ るか ど うか

は、子 ど もの原動力 の一つだ と思えた。

最後に、荒木伸治 さん（立教大学 ）のコメ ントがあった。捜査 は、事件発生 後す ぐに丁寧 に行

わねば証拠が散逸す る。 この意味で「犯罪捜査規範」や「少年警察活動要綱」 に則 った捜 査 が必

要で あ る。補 充 捜 査 は、 記 憶 が薄 れ る の を待 ってか らの 捜査 とい うおか しさ もあ り、 他 の 証 拠 を

作りあげかねない問題 もあ る。家庭裁判所の事実認定力に問題 があ り、家庭裁判所 自体 が少年審

判制 度 を壊 わ して い る。 また 、警 察 発 表 その ま ま のマ ス コ ミを信 じるの は聞 達 って い る。 以 上 の

ような もの で あ った 。

（当分科会 の詳細な内容は、 クレヨンハ ウス発行「月刊子 ど も論」 199 4年 12月号 に掲載 されて い

る。御参照下 さい。）

【進行】佐々木光明（日体大）、吉峯康博（弁護士）
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【 報告】少年、親、弁護団、【助言】荒木伸憎（立教大）

特別分科会「子 どもの意見表明権・参加」

白井 幸枝

会場 の9 04号室か らの見晴 らしは、よか った。冷たす ぎる秋 の雨 に煙 る首都東 京 の白 々 と した

景観 は印象的だ。私 は反射的 に昨 日のワー クショップを思 い起 こ した。粟野 さんの魅力 的 な弁説

と、会 場 の静 か な熱 気 と見 知 らぬ人 た ち とか わ した 返事 の温 も り とが優 しか った 。 さて 、 分 科 会

は ど うか。

まず、大学生の現状 が語 られる。出 る杭 は打 たれ るとい う日本の風潮 に加えて、必要 以上 に子
● ● ● ● ● ● ● ● ●

ど も扱 い をす る管理 教 育 の た め 、今 の若 者 は意 見 表 明 が で きな くさ れ て い る の だ と永 田 祐 さ ん

（大 学生 ） は報 告 した。 フ ロ アか ら はで きな くされ て い る風 潮 が あ る と い う が 、 裏 を 返 せ ば 自分

た ちが 何 も して い な い か らで は と い う発言 もあ った が 、む しろ 、私 は、 沈 滞 した ゼ ミを活 性 化 さ

せ た話 の 方 が興 味 深 か った。 ど うや って意 見 を発表 した らよ い かわ か らな い とい う声 か ら出発 し、

話 し合 いを重 ね る中 で学 生 自 らが 活 路 を見 い 出 した とい うの で あ る。 こ こか らは 、今 の 若 者 が 、

決 して意見 を持 っていないわ けで はな く、ただ、それを発表す る意義の認識及 び、それ を発表 す

る方 法 の体 得 と訓 練 とが 、 絶 対 的 に欠落 して い るにす ぎな い とい うこ とが わ か る。

次 に、大学 での学生総会の成功について本間純子 さん（大学生）が語 って くれ た。 この 自治組

織は、大学側が用意 し、その開催 は、年間計画の申に組 み込 まれてい るが、沈滞 ムー ドの ため、

総会がなかなか成立 しな い。そ こで、有志 を中心 に、学生総会 は、学生 の意見表明 の場 とい う認

識に立 ち、仲間 に呼 びか けた結果、総会 を成立 させ ることがで きた。 しか し、今度 はなか なか、

意見 が出ない。

以 上 の体 験 か ら、 彼女 は次 の よ うに言 う。大 切 なの は 、言 い た い ことが あ る こ と。 意 見 を言 う

のは楽 しいんだ とい うこと。学生 の意見表明によって、大学側がその要望を受 け入 れれ ば、現 状

を変 革 で き る と い う こ とを事 実 と して 経 験 す る ことが 、学 生 に 「やれ ば 変 わ るん だ」 と い う気 に

させ る と い うこ と。最 後 に 、安 心 して 言 え る場 を設 け る ことが大 事 だ と い う こ と。 そ うで な けれ

ば、意見表明 しないのでは。

彼女の報告 に対 し、同 じ大学 に通 う学生 か ら、総会 に欠席 し、大学か ら離 れっっ あ る学 生 の抱

える問題が提起 された。つ まり、大学 がっま らない と言 う学生 は、意見 を言 って も大学 に要 求 し

ても しか た が な い と い う諦 めか ら、不 満 を 自分 の 中 で解 消 させ て きた結 果 、 大 学 か ら離 れ て 行 っ

ている。 これまで、自分 の意見を学校生活 の中で表明 し、それを反映 させ る経験を欠如 させ たま

まの学生 が多数 であ り、それ こそ深刻 な問題 なのだ。

これ に対 し、本 間 さん は、 意見 を言 うこ とが楽 しい とい う経 験 を まず す る こ とが 大 事 な の で は

と答 え た が 、 ま さ に それ こそ が 、意 見 表 明 の重 要 な動機 づ け にな るので はな いか 。

三番 目に、養護施設の現場 か らと題 して大塚 さん （唐地学園職員 ）と、その施設 で学 ぶ小 山 さ

んか ら報告が あった。「意見表明については、大人 の寛容の精神 を問わ れて い ると言 え る。 子 ど

もの ジグ ザ グ を認 め て ゆ く度 量 を持 た な くて は 。」 と い う発 言 が 印 象 的 だ った 。 フ ロ ア か らは

「 大人の許容範 囲で子 ど もの意見表明権 を認めているにす ぎない。逸脱 した子 ど もを ど うす るの

か。」「意 見 を言 え な い 、不 満 を対 象化 させ られ な い子 ど もに力 を貸 して は しい 。 イ ラ イ ラ して い

てもノ、それを対象化 できない。異議 申 し立ての し方 、問題 を対象化す る方法 を教 えて くれな か っ

た恨 み を抱 いて い る。」 とい う切 実 な訴 え もあ っ た。
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午後 は、神奈川県立希望 ケ丘高校 の闘争 を生徒

の立場で経験 した話 を、柴田 さん（高校教員 ）が

語って くれた。学校 での子 どもの意見表明 、参加

は、 どうだ ったか、過去の事例に学ぶ とい う観点

で扱われたが、 フロアの意見の多 くが、高校 闘争
● ●

を紛争 の視点 で とらえ、否定 的に位置づけていた。

活発に意見 が交換 されたに もかかわ らず、何 か重

要なものがかみ合わぬ まま分科会 は終了 した。

この分科会で偶然、昨 日撞手 した二人 と又、一

緒にな った。遠 く青森か らや って来た中学 生 と、

東葛飾高校 の生徒 と、二人 の子 どもたちの手 の温

もり は忘 れ な い。 そ して 、 白 い息 を 吐 きな が ら、

どうや ったら意見義明で きるのか。 若者 同士 で語

り合 う（特別分科会 「子 どもの意見表明権 、参加」

より）

立派だ った彼 らの意見表明 を思 い出 しなが らも、あの白々 と した 904号 室 の空 気 が圧 倒 的な強 さ

で私 を包 む の を感 じは じ き返 す よ うに帰 り道 歩道 橋 を登 った 。

今年 は、 日本の子 ど もの権利条約元年 だ。大人 であることの責任が迫 る。

【進行】佐藤治（横須賀高校）、永田祐（大学生）、本間純子（大学生）

【報告】

大学生 の現状 について…永田祐 、本間純子 （大学生）

「高校闘争」の経験 か ら…柴田（高校教員）

養護施設の現場 か ら…大塚 （養護施設職員）

入門分科会「条約 をどのように理解 し、実施 するか」

浜田 進士 （国際子 ども権利 セ ンター）

私たちの分科会 は本 当に優 しくて穏 やかな雰囲気 に包 まれていま した。それ は講 演 して下 さっ

た大 田尭 さんが、子 ど もの権利について分か りやナ く解説 して下 さ り、質問や意見 が出 しやす く、

心豊かなお話 を して下 さったか らです 。

大田 尭 さ ん の 熱 弁 に参 加 者 も ひ き こ ま れ て い く

（ 入門分科会 より）

まず 、大 田 さん は、 日本 人 は ど う して 権 利 と い

う言葉に抵抗感 を持つのかにつ いて明治時代 まで

さか の ぼ って説 明 され ま した 。 日本 に は権 利 ＝

（ イ コー ル）権 力 ・ 利 益 と い うイ メ ー ジが 根 強 く

あり、「子 ど もの権 利 」 と い っ た と き に 大 人 は ど

う して も子 ど もに外 か らカ を増 し加 え る もの と勘

違い を し、 これ以 上 わ が ま ま に させ る必 要 は な い

と感 じるわ けだ と言 い ます 。権 利 とは 、 正 当 性 の

平等 な分か ち合 い、不公正 さを内面か ら怒 り、 常

道を求 め る こ とだ と言 い ます 。子 ど もの権 利 条 約

を日本が批准 した機会 に「権利 」の言葉 の中味 を
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確 認 し合 い 、子 ど もに権 利意 識 を広 めて い く必 要 が あ る と主 張 され ま した。

次に子 どもの権利条約が どうい う意図で作 られたかについて①平和②環境③ 開発 の 3 点 に整理

して 説 明 して下 さ い ま した 。特 に平 和 で は ポ ー ラ ン ドの コ ル チ ャ ッ ク先 生 の 生 きざ ま 、 環 境 で は

地球環境 や資源 の『世代間 の平等』 とい う視点、そ して、開発 で は南北間の貧富 の格差 のお話 が

印象的で した。また、 日本 の子 ど もは経済的豊か さの中で人間性 の内面汚染が始 ま って いて 、生

き る こ との 目的 意識 が お金 だ け に棲 小化 さ れて い る と強 く警 告 され ま した。

続 いて、権利条約 の内容 につ いて解説 して下 さいま した。大 田 さん は54 ケ条 の条文 の中 で も

『子 どもの最善 の利益』が全体を貫 く重要な原則だ と強調 し、 それ を細 か くかみ砕 いて話 され ま

した。 まず 子 ど もを ひ と束 ね に して と らえ る （チ ル ドレ ン） の で は な く、 その子 その子 （ザ・ チ ャ

イ ル ド） の最 善 の利 益 を考 えて は しい と強 調 され ま した。 そ の子 その 子 が い か にか け が え の な い

生命 を持 ち、いかに多様性 があるかを、生命の誕生や遺伝子 か ら解 き明か し、子 ど も一 人一 人 が

しなやかで したたかに生 きる権利を持 って いると述べ、人間 は生 まれた後 で自 ら獲得 す る生 命体

だ か ら、 そ の子 そ の子 の そ の気 （ 自発 性 ） を大事 に しな け れ ば な らな い と言 わ れ ま した 。

つ まり、『子 ど もの最善 の利益』 とは、「その子 その子 がそれぞれの局面 において その気 に な っ

て 他 人 との か か わ りの中 で 自 らの分 別 カ に よ って 、 自分 の持 ち味 を 出 して い け る こ と」 で あ り、

他 人 や大 人 は そ の よ うな環 境 を 作 り、子 ど もた ちが そ の気 にな るの を手 助 けす る こ と だ と大 田 さ

ん は言 います 。

以上 のよ うな講演の後、聴講 した20数名の参加者 と質疑応答を行 いま した。

質問 の中心 は「子 どものその気 （自発性）を大人 はどうや って助 けるか ？」 で した。 それ に対

して大 田さんは、大人 は自分 が不完全な存在 であることを徹底的に自覚す ること、教 え る場合 は

子ど もに同 化 （教 化 ） を求 めず 、 い っぱ い違 い を認 め る ことだ と述 べ ま した 。 そ の上 で 、 子 ど も

がその気 になるには① その気 になるまで待 つ（大人 の許容量を大 き くす る）、② そ の子 のそ の気

を見 抜 く洞 察 力 を 大人 が育 て る、 こ とだ と答 え られ ま した。

また午後か らは、自己紹介 のあ と大 田さん の「子 ど もの権利条約 とは、大人 と子 ど ものかか わ

りあ い の知 恵 で あ り、 この条 約 を どの よ うに 日常生 活 の中 に取 り入 れ て い くか 」 と い う問 題 提 起

を受 けて 、 この点 に つ いて 話 し合 い ま した。 北海 道 の フ リー ス ク ール か ら来 た 16才 の女 性 を 中 心

に様 々 な 意 見 が 出 さ れ ま した。① ま ず問 題 点 は子 ど もの権 利 につ い て誰 に話 せ るか と言 う こ と で

した。 人 権 に つ い て無 関 心 な風土 の 中 で は、② 初 め に権利 の イ メー ジを豊 か に して い く こ と 、 自

分の内 か ら沸 き起 こる思 いや怒 り とっ な げ る形 で ひ とに伝 わ る言葉 を獲 得 して い く こ とが 大 切 だ

と確 認 しま した 。⑨ さ らに 「伝 え る努 力 」 で話 が盛 り上 が りま した 。 シラケ て い る雰 囲 気 の中で 、

しん ど さを乗 り越 え 自分 を傷 つ く こと を恐 れ ず語 って い く こと、 そ の と きに 自分 の こ と に うま く

引き込 み 、決 して 押 付 けに な らな い よ うに し ゃべ る こ とな ど。続 いて ④ 小 さな動 き で も社 会 状 況

を変 え る ことが で き る と 自信 を持 つ こ と⑤ グル ープ作 りの い ろん な アイ デ アを一 緒 に話 し合 い 、

人権教育 とネ ッ トワークの必要性 につ いて議論 しま した。最後の生徒手帳に権利条 約 を掲 載 す る

こ と、卒 業 式 に条 文 を配 布 す る こ とを提 起 して 終 了 しま した 。

【講演】大田尭

【進行】戸 田真理子 （権利条約 ネ ット）、浜田進士 （国際子 ど も権利 セ ンター）

閉会全体会
各 分 科 会 の 報告 、 コ ンテ ス ト発 表・ 表 彰 を受 け、今 後 の と り くみ につ いて交 流 しま し

た。
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企画パート2

N G O ・ 市民広場 （ガイ ドブ ック）

昨年 、条約 に関す る国内外 の情報・資料を交換・ 交流 した

「 情報市」を拡充 し、条約 や子 どもの権利 にかか わ る活動 を

している N G O や市民 グループがつどい、各 団体 が自由な発

想（プ レゼ ンテーシ ョン、意見交換 、資料等の提供、物 品販

売そ の他 ） で 参加 者 と交 流 す るス ペ ー ス と して 「 N G O ・ 市

民広 場 」 を 2 日間 とお して行 い ま した。

この広 場 とと もに、 N G O や 市 民 グル ープの活動 を紹介 し、

権利条約の実施 と普及をすすめ るために、『子 どもの権利 条

約N G O ・ 市 民 グル ープ ガイ ドブ ック』 を製 作 した の で、 ご

参照 くだ さ い。

広報 コン テス トで 入 賞 ／

広める10代の会の作品。 この日のた めに幾 晩 もか

けてつ くられ た

広報 コ ンテス ト

条約採択（89年11月）以降に、市民団体や

行政 機 関 に よ って つ く られ たパ ン フ レ ッ ト、

チ ラシ、 ポ ス ター等 の 広報物 を一 同 に展示 し、

そ れ らの 中 か ら素 晴 ら しい もの を参 加 者 が え

らぶ 「子 ど もの権 利 条約 広 報 コ ンテ ス ト」 を

行いま した。投票の結果 、北海道の 「子 ども

の権利条約 を広め る10代 の会」が入賞 し、閉

会全体会で賞品 と して図書券 と条約 関係書籍

数冊 が贈 られ ま した。

常設展示

日本 ユ ニ セ フ協 会 のパ ネル を展 示 し、世 界

の子 ど もた ちの状 況 の一端 を見 て い ただ きま

した 。

集約関係 の文献・資料の展示 コーナー も好評
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参加 した団体・ 個人

〈 後 援〉（ 2 ）

ユニセ フ駐 日代表事務 所

東京都

〈 実行委鼻会構成団体〉（ 9 ）

ア ーエ ス ＝仏教 国際 協 力 ネ ッ トワー ク

清瀬教 育 ってなんだろ う全

国際子 ど も権 利 セ ンタ ー

子ど もの権 利 条 約 ネ ッ トワ ー ク

子ど もの人権・ 父母の権利保障 をすすめ る埼玉 ネ ットワーク

子ど もの人権を守 る会 （水戸）

日本基督教団教育委員会

日本児童・ 青少年演劇劇団協議会

民主教育研究所

く賛 同 団体 〉（82 ）

A R C（A ctio n  f o r  t h e  R i g h t s  o f t h e C h i l d r e n ）

アー ス デ イ ニ ュ ース編 集 委 員 会

アイ セ ッ ク

あい ち 「子 ど もの権 利 条 約 」 ベ ス ト・ イ ンタ レス トの 会

I P A ＝子 どもの遊ぶ権利のための国際協会 日本支部

I Y F ＝国際青少年育成財団

㈱明石書店

アジア眼科医療協力会

アジア保健研修所

A M D A 国際医療情報 セ ンター

－20－
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アム ネ ス テ ィ・ イ ン タ ー ナ シ ョナ ル 日 本 支 部

A P I C 国際協力プ ラザ

A V N ＝ ア ジ ア 人 権 ボ ラ ン テ ィ ア ・ ネ ッ トワ ー ク

エクパ ッ ト・ ジ ャパ ン・ 関 西

S V A ＝曹 洞 宗 国 際 ボ ラ ンテ ィア会

N G O 活動推進 セ ンター

（ 社 福 ）大 阪 ボ ラ ンテ ィ ア協 会

大阪 Y W C A

幼い難民 を考え る会

外国人労働者弁護団 ラフル

学校災害か ら子 ど もを守 る全国連絡 会

神奈川・子 どもの権利条約 と教育活動 を考え る会

環境市民

関西 セ ミナーハ ウス

㈲京都ユ ースホステル協会

草の根援助運動

㈲神戸学生・青年 セ ンター

神戸Y W C A

㈲京葉教育文化 セ ンター

子どもの権利条約をすすめ る会

子どもの権利条約を よむ会 （京都）

子ど もオ ンブ ズパ ー ソ ン研 究 会

「子 どもの権利条約」熊本 の会

「子 ど もの権利 条 約 」 所沢 ネ ッ トワ ー ク

子どもの権利条約 にいがたの会

「子 どもの権利条約」批准・ 東久留米 ネ ッ トワー ク

「子 どもの権利条約」宮 崎の会

子どもの人権弁護団

子どもの人権保障をすすめ る各界連絡協議会

C C W A ＝基督教児童福祉会国際精神里親運動部

シ ャプ ラニー ル ＝市民 に よ る海 外 協力 の会

J A T A N ＝熱 帯 林行 動 ネ ッ トワ ー ク

J V C ＝ 日本 国 際 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー
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㈲資生堂社会福祉事業財団

児童図書館研究会

「ス トップ子 ども買春 ！」 の会

セク レ ッ ド・ ラ ン 日本 事 務 局

セー ブ・ ザ ・ チ ル ド レ ン・ ジ ャパ ン

全国学校図書館協議会

㈲たんぼぽの家

チャ イ ル ド・ ア ー ス 横 浜

地球子 ども会議

㈲地球市民企画室

㈱デ ザ イ ンF F

東京都高等学校教育法研究会

東京束チ モール協会

東京 ボ ラ ンテ ィ ア ・ セ ン タ ー

㈲豊田市国際交流協会

中田厚仁記念 国連 ボ ランティア活動支援事務所

長野県 「子 どもの権利条約」の批准 と実行 をすすめ る会

中野で子 どもの権利条約を進 め る会

㈲な ら・ シル クロー ド博記念 国際交流財 団

南北 ネ ッ トワー ク岡 山

㈱日本キ リス ト教海外医療協力会

日本 キ リス ト教協議会教育部

日本国際飢餓対策機構

日本子 ど もを守 る会

日本青年奉仕協会

日本 ネ グ ロス・ キ ャ ンペ ー ン委 員 会

㈱日本 フ ォス ター・ プ ラ ン協 会

日本 ユ ネ ス コ協 会 連 盟

日本 Y M C A 同盟

㈲庭野平和財団

“人間と性，，教育研究協議会

パレス チ ナ子 ど もの キ ャ ンペ ー ン

P A R C ＝ ア ジア太 平 洋 資料 セ ンタ ー
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ピナ ツボ・ ア エ タ教 育里 親 プ ログ ラ ム

㈱部落解放研究所

Y U M I の生活学研究所

ユー ス・ エ ン デ ィ ン グ・ ハ ン ガ ー

R I N K ＝すべての外国人労働者 とその家族 の人権 を守 る関西 ネ ッ トワーク

蓮美文化研究所

（50音順）

〈 実行委鼻〉（24）

粟野真造、喜多明人、荒牧重人、武内暁、藤木武夫、大河内秀人、菅源太郎、中嶋敦子、

浅川道雄、網野利夫、飯 田正剛、池田 しげ子、梅 田勇三、川 口彰義 、栗本敦子、児玉 勇

二、許斐有、寺中誠、中川良延、中川利彦、浜田進士、藤田昌士、満江聖子、和多田雅

子

（順不同）

〈 賛同人〉（52）

秋川陽一、味岡尚子、石川恵美子、出口治男、内海和子、大川知子、小山内美江子、越

智邦子、小野寺慶子、戒能民 江、勝又春美 、門 田見昌明、神 田修、 きどの りこ、斉藤千

宏、斎藤誠、佐 々木栄一、佐 々木光明、佐々木美禰子 、志 田徳子、島 ノ江一彦、清水久

仁子、鳶岳章子、鈴木敏弘、平むっ子、田中紘一、田村和凡、栃木利夫、百々昭男、富

沢千代、成見幸子、西尾幸子、西本真由子、濱田広道、浜林正夫、林量倣、原正敏、肥

田美代子、福田紀子、船木正文、松本はるか、松本允、丸貴静香、三井明、皆川康子、

宮本重徳、村上徹也、安田早栄、谷中公子、山下綾子、山田洋次、山本正明

（50音順）
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マスコミ紹 介 記 事・ ニュース
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き
交

っ
た
。

大
阪
の
中
学
生
と
じ

っ
く

り

話
し
合

っ
て
い
た
百
瀬
県
の
中

学
生

は
、
「
校
則
と
か
の
こ
と

を
、
大
阪
の
方
が
自
分
白
身
の

間
闇
と
し
て

一
生
轡

仰
や

っ
て

い
る
。
負
け
た
。
全
国
で
み
ん

な
ど
ん
な
活
動
し
て
い
る
の
か

分
か
ら
な
か

っ
た
け
ど
、
だ
ん

だ
ん
分
か

っ
て
き
た
」
と
、
相

手
の
連
絡
兜
を
メ
モ
。

大
人
同
士
の
グ
ル
ー
プ
肘
諭

も
行
わ
れ
、

「
子
朗
に
柵
糾

つ

て
言
わ
れ
る
と
、
ビ
ク

っ
と
し

て
し
ま
う
。
な
ぜ
ビ
ク
っ
と
す

る
の
か
考
え
て
み
た
い
」
と
い

う
発
育
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
大

人
も
、
P
T
A
と
か
で
違
う
意

見
を
亭
う
と
い
じ
め
ら
れ
る
の

よ
」
と
子
供
に

〝
釈
明
″
す
る

場
面
も
見
ら
れ
た
。

「
広
場
」
は
、
五
、
六
日
に

行
わ
れ
た
子
と

も
の
棉
別
条
約

フ

ォ
ー
ラ
ム
℃l
の
中
の

一
食

鞘
。
岡
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
貝

長
の

一
人
で
立
jE
大
学
教
授
の

喜
多
明
人
さ
ん
に
よ
る
と
、
同

条
約
の
批
准
嗣
だ

っ
た
岬
咋
の

フ

ォ
1
⊥
フ
ム

は
、
外

務

省

の
相

当
者
な
ど
に
子
桝
の
意
見
を
怯

え
よ
う
と
し
て
発
育
す
る
子
供

の
敬
や
立
場
を
大
人
が
セ
ッ
ト

し
た
が
、
今
咋
は
、
大
人
は
ノ

ー
タ

ッ
チ
だ

っ
た
。

「
意
見

を
言
う

子
供
」
を
多
数
派

に

ま
た
、
嘗
多
さ
ん
は
「
今
日

集
ま

っ
た
の
は
、
日
本
の
中
で

は
過
少
軌
派
の
子
粥
た
ち
」
と

箔
す
。
意
見
を
苛

つ
子
供
が
多

．教
派
に
な
ら
な
い
背
貝
に
は
、

子
供
の
言
う
こ
と
に
聞
く
耳
を

持
た
な

い
。
聞
い
た
ら
、
睨
赦

し
て
し
ま
う
。
説
教
す
る
こ
と

が
よ

い
こ
と

と
思

わ
れ

て
い

る
。
こ
う
し
た
対
応

の
積
み
重

ね
が

子
供

の
発
音
を

封
じ

込

め
、
対
話
を
成
り
立
た
せ
な
く

し
て
き
た
1
－
と
い
う
。

こ
の
風
潮
は

一
九
八
〇
年
代

に
な

っ
て
進
ん
だ
と
い
い
、
辞

多
さ
ん
は
「
大
学
の
ゼ
ミ
で
『
自

分
の
発
表
に
対
し
て
は
、
意
見

を
言
わ
な
い
で
』
と
断

っ
て
か

ら
発
表
す
る
学
生
が
い
る
。
言

わ
れ
た
く
な
い
、
目
立
ち
た
く

な
い
、
傷
つ
け
ら
れ
た
く
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
が
、
己

の
ま
ま
で
は
、
意
見
表
明
権
は

形
が
い
化
し
て
し
ま
う
。
条
約

が
批
准
さ
れ
た
盆

丁を
意
見
表

明
権
元
年
と
し
た
い
」
と
話
し

て
い
る
。

2 4
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ぬ
亀
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色 ヽ
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◎
刑
一

’

中
学
生

グ
ル
ー
プ
も
参
加

「
子
ど

も
の
権
利

条
約

フ
ォ
ー
ラ
ム
Ⅶ
」

「
救

†
」

「
司
法

一
「

妻

族

一
な
ど

、
テ

ー
マ
別

の

分
科

会
で

は
、
教

師

、
ボ

ラ
ン

テ

ィ
ア
団
件

な
ど

、

さ
ま
ざ

ま
な

立
一

か
ら

の

委

が
弗
‡
さ
れ
た

条約は発効されたけれど・・・・

今年 5 月lこ発効 した 芋どもの権利条約について 、大人と子

どもが意見珊 辞を交換しあう「子どもの権利条約フォーラ

ム●94 」がこのほど 、東京，賂渋谷区の国立オ リンピック記念

青少年烏合センターで 2 日間にわた つて開かれた ．条約を生

かすために活動している中学生グループも 参加 、活動報告や

討論会などを通じて仲間たちとの連洗を強め 、条約への理欝

を深めた ．「 子と もも大人も 条約に ついて知 らない人が多

い」「まだまだ子どもの意見は通りにくい」なと、諜顎は多

い． （高稚 圭子 ）

フ
ォ
ー

ラ
ム

は

、
国
際

子
ど

も

権
利
セ

ン
タ

ー

、
子
ど

も
の

権
利

集
約

ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

な
ど

が
中

心

に
な

っ
て
企

画
．

二
日

間

で

の

べ

約

三
百

人

が

夢

皿

し

、
条
約

の
趣

旨
や

条
文

の
内

寧

を
勉
車

す
る

ゲ
ー

ム
方

式
の

ワ

ー
ク
シ

ョ

ッ
プ

、
テ
ー

マ
別

の

分
科
会

な
ど

が
開

か
れ

た
．

フ
ォ

ー
⊥
フ
ム

の
中

で

、
子
ど

も
が

企
画

か
ら

運
営

ま
で

担
当

し
た

の
が

初
日

の
「

子
ど

も
ア

ク

シ

ョ
ン

広
場

」

．
高
校

生
と

大
学

生
の

司
会

で

、
ふ
た

つ
の

中
学

生
グ

ル
ー
プ

を
含

む

全
国

八
団

体
の

子
ど

も
グ

ル
ー
プ

が

活
動

報
告

を
行

っ
た

．

大
阪

か
ら

果
た

中
学

生
グ

ル

ー
プ

「
学
校

に
不

満
を

持

っ
て

い
る
中

学
生

の
会

（
佑

林
＝
J

H
C
）
」
は
主
に
校
則
、
体
罰

の
間

男
に
取

り
範

ん
で

い
る

．

去
年

の
六

月
に
構

成
さ

れ

、
現

在
、

メ
ン
バ

ー
は

約
三

十
人

．

文
部
大
臣
に
魚
篭

制
の
愚
苑

と

、
体
罰

の
禁
止

を
訴

え
る

要

望
書

を
出

し
た

こ
と
が

き

っ
か

「 子どもアクシ ョン広場」では 、特に票12莞の意見表明権について発音が相ついだ

＝写真はいすれ も東：有酢渋谷区の国立オ リンピ ック‡己念書少年総合セン ターで

いまだに体罰、強引な校則

「自分たちで現状を変えよう」

徒
も
関
心
な
い
人
が
多

い

．
ま
す

み
ん

な
が

よ

く

知
ろ
う

と
し

な
け

れ

は
、
何
も
瘡
ま
ら
な
い

と
思
う
」

一
会

の
中
学

生
リ

ー

ダ

ー
ス
瓜

楽
部

「
ト

ー

キ

ン

グ

・

キ

ッ

ズ

」

は

、
こ

と
し
四

月
に

で

き

た
は

か
り

．
中
学

生

の

メ
ン
バ

ー
二

十
二

人

が
権
利
条
約
普
及
の
た

め
、
豊

会
、
街
頭
ア

彗
ヒ■

、」㍍

■

■
●

■

説息

ーー ご触⊥ ニニ

l
l
■
l
「

け
で

、
市
内

に
十

三
佼

あ

っ
た

、
丸
刈

り
校

」
が

ほ
と

ん
ど

な

く
な

り
、
愛

項

県
で
は

全
中

学

校
で

丸
刈

り
雀

胡
が

席
止
さ

れ

た
実

弟
を

持
つ

．

代

表
の

大
阪

市
立
扁

町
中

三

任

の

良
芹

竜

君

は

「

そ

れ

で

も

、
ま
だ

ま
だ

∃
分

た
ち
の

意

見
は

通
り

に
く

い
」

と
い

う
．

r
こ

ど
も

の
権

利
条
約

の

名
前

は
知

っ
て

い
て

も
、
先

生
も

生

ン

ケ

ー

ト

な

と
を

行

っ
て

い

る

．
「
ア

ン
ケ
ー

ト
を

や

っ
て
み

る

と
、
知

ら
な

い
人

が
多

か

っ

た

】
と
青

森
布

石
川

中
二

ま
の

顎

谷
頚
人

君

．
「
条
約

の

こ
と

を

刀

っ
て
も
ら

う
た

め
、
ピ

ラ

く

ば
り
な

と
み

ん
な

で
い

ろ
い

ろ

な
活
動

を
し

て
い

き
た

い
」

小

グ
ル

ー
プ

に
分
か

れ

て
の

討
論

会
で

は
、
校

則
や

先
生

の

対
t松
な
ど

、
さ
ら

に
実

っ
込

ん

だ
話

し
合

い
が
行

わ

れ
た

．

「
自
分
の

気
に

い
ら

な
い

こ

と
が

あ
る
と

、
す

ぐ
辛

が
出

る

先

生
が
い

る

．
髪

を

ひ

っ
ぱ

っ

た

り
．
そ

の
先

生
に

は
何

そ
い

っ
て
も

む
だ

J（
A
暑
・

中

二
）

「
名

札
を

つ
け
て

い
な

い
と

呼

び
出

さ
れ

て
お

こ
ら
れ

る

．

先

生
が

ー
エ
徒

を
動

か
す

た
め
に

必

要

な

だ

け

じ

ゃ
な

い

か

」

（
B
君
・

中

二
）

討
藷

は
予

定
時
間

を
オ

ー
バ

ー

．
「

現

状

を

変

え

る
た

め

に
、
切

唖
的

に
発
言

し

て
い
こ

う

」
「

自
分
た

ち
の

悪
汲

も
変

え
て

い
か
な

け
れ
は

だ
め

．
差

別

、
人
間

関
銭

で
患

い
こ

と
は

悪

い
と

は

っ
き
り
い

う
と

か

」

な

ど

、
活
発

な
意
見

が
飛

び
か

っ
た

．

ニ
異
県

市
会

市
立

乗
合

ロ

ー

窪

の
声

ヨ
男
連

子
き

ん
は

「
み

ん
な
室

ム
い
藩

劫

を
し
て

い
る

よ
一つ
で

発
い
た

．
わ

た
し

も
入

れ

る
グ

ル
ー
プ

が
あ

っ
た
ら

入

り

た
い

」
．
戸

田
さ

ん
と

果
て

い

た

山
崎

絵

美
さ

ん
（

同

中

一

年

）
は

「

ぼ
か

の

人
の

発

表
や

意
見

を
潤

い
て

、
み

ん
な

考
え

て

い
る

こ
と
は

同
じ

だ
と
思

っ

た

．
条
約

に

つ
い
て
頼

っ
た
ら

篭

習
し

た
い

」
と
話

し
て

い
た

．

実
行
委
責
長
の
立
正
大
字

・

菩

多
明

人
類
浸

は

一
条
約

を
使

っ
て

ど
う
状

況
そ

変
え

て
い
く

か
が
閏

顎

．
何
も

し
な
け

れ
は

集

約

は
風
化

し
て

し
ま

う

．
帥

く

側
の

お
と

な
の

態
勢
づ

く
り

も
必
要

だ
が

、

こ
れ
か
ら

は

、

子
ど

も
た
ち

が
ど

う
赦

い
て

い

く

か

が
カ

ギ

に

な

る

で

し

ょ

う
」

と
話
し

て
い

る
．
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